
   公立鳥取環境大学における安全保障輸出管理に関する細則 
令和８年４月１日 

公立鳥取環境大学規程第１３号 
 
 （趣旨） 
第１条 この細則は、公立鳥取環境大学における安全保障輸出管理規程（以下「規程」という。）

第２５条の規定に基づき、安全保障輸出管理（以下「輸出管理」という。）に係る手続に関し必

要な事項を定めるものとする。 
 
 （事前確認） 
第２条 教職員等は、貨物の輸出又は取引を行おうとするときは、次の各号に掲げる手順にて、

規程第９条に定める事前確認を行うものとする。 
（１）教職員等は、安全保障輸出管理に関するフロー図（様式第１号裏面）（以下「フロー図」と

いう。）に従い、相手先に関する懸念情報、非居住者又は特定類型該当者への該当性等の事前確

認を行い、事前確認シート（様式第１号の１または様式第１号の２）の提出が必要となったと

きは、これを作成し、安全保障輸出管理責任者（以下「管理責任者」という。）に提出しなけれ

ばならない。 
２ 教職員等は、次の各号に掲げる取引を行おうとするときは、事前確認シートの提出を要さな

い。 
（１）すでに日本で雇用関係を結んでいる者または日本に入国後６か月以上経過している者を受

け入れる場合 
（２）受け入れる研究室が非実験系研究室である場合 
（３）学部の留学生を受け入れる場合 
３ 管理責任者は、第１項第１号の事前確認シートの提出があったときは、その内容を確認し、

取引審査を行うか判断する。 
 
 （該非判定） 
第３条 教職員等は、フロー図に従い取引審査が必要となったときは、対象となる貨物または技

術がリスト規制貨物またはリスト規制技術に該当するかについて、規程第１０条に定める該非

判定を行い、該非判定票（様式第２号）を起票し、管理責任者を経て統括責任者に提出しなけ

ればならない。 
２ 前項の場合において、対象となる貨物または技術がリスト規制に非該当または対象外である

ことが明らかであるときは、その理由を記載した事前確認シートの提出により、該非判定票の

作成に代えることができる。 
 
 （用途確認） 
第４条 教職員等は、フロー図に従い取引審査が必要となったときは、当該技術又は貨物の用途

について、「「用途」チェックシート」及び「明らかガイドラインシート」を用いて用途確認を

行うものとする。 
 
 （需要者等確認） 
第５条 教職員等は、フロー図に従い取引審査が必要となったときは、当該技術又は貨物の需要

者等について、「「需要者」チェックシート」及び「明らかガイドラインシート」を用いて需要



者確認を行うものとする。 
 
 （取引審査） 
第６条 教職員等は、規程第１３条に定める取引審査の手続きが必要とされたときまたは大量破

壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許

可申請すべき内容の通知を受けた取引を行おうとするときは、審査票（様式第３号の１または

様式第３号の２）を作成し、第３条から前条に定める該非判定票及び各種チェックシート等を

添付の上、管理責任者を経て統括責任者に提出しなければならない。 
２ 統括責任者は、前項の申請があったときは、取引審査を行い、取引を行おうと⼀

統員等しな引審査の を行知ららのとするする

たはす な

。ᔀ引３ᨀら許施ကするす





はい

いいえ

① 公知の技術の提供であるまたは技術の公知化である（※注１）
② 基礎科学分野の研究活動における技術の提供である（※注２）

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html
（※注３）メーカーが作成した該非判定書を使用する場合は、内容を再確認したうえで添付してください。

【記載例】○○の海外への送付  △△の分布解析データ  等

安全保障輸出管理（技術の提供・貨物の輸出）に関するフロー図

※表１：グループA（輸出令別表３の国・地域）
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、
ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、
スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

①、②の
根拠記入欄

（※注１）「公知の技術の提供」とは、◆新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等に
より、既に不特定多数の者に対して公開されている技術 の提供、◆学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議
事録等不特定多数の者が入手可能な技術の提供、◆工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者
が入手又は聴講可能な技術の提供、◆ソースコードが公開されているプログラムの



様式第１号の2

年 月 日

（tel)
（E-mail）

～

□ ᶘ

□ ᵰ⁯ ễԌʾᾆẕּי （ □ ） その他 （ ） ）

□ יּ

   属する国・地域名含む。）も記入してください。
特定類型該当者がいる場合（判断が難しい場合）は輸出管理事務担当者（企画課）にご相談ください。

□ はい □ いいえ

□ はい □ いいえ

□ はい □ いいえ

□ はい □ いいえ

□ はい □ いいえ

□ はい □ いいえ

□ はい □ いいえ

以下は申請者は記入不要

上記の事前確認内容を確認し、以下のとおり判定します。

□ 取引可 □ 取引審査申請書の作成を要する

備考

印

「はい」とした場合、本欄にその理由を記入してください。

輸出管理統括責任者

  年  月  日

受入予定者の過去の研究内容等が、大量破壊兵器等または通常兵器の開発等である疑いがある。

その他、相手先や用途について、安全保障輸出管理上の懸念情報を有している。（「はい」の場合下
欄記載）

受入予定者が留学生の場合において、その留学費用につき、出身国政府の国費または出身国の機関・
組織（民間企業・組織を含む）による財政的支援を受けている、または受ける予定がある。

受入予定者が留学生の場合において、その者が将来出身国に帰国し、軍事関連部門や軍需企業に就職
する予定がある、または就職する希望を持っていることを、今までの連絡から知っている。

受入予定者の出身国が、懸念国（イラン、イラク、北朝鮮）または国連武器禁輸国・地域（アフガニ
スタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダ
ン、南スーダン）である。

受入予定者の出身組織（留学生である場合の出身大学・学科・研究室等を含む。）が、ＨＰ等の公表
情報および入手した情報から、大量破壊兵器等もしくは通常兵器、またはこれらに使用される技術的
に高度な材料・部品・製品の開発等に関与している疑いがある。

注）「特定類型該当性」の欄は、居住者となった場合の該当性についても記入してください。「該当性の根拠」には、関係する外国政府等又は外国法人

上記の必要事項記入後は、〔受入予定者の懸念情報〕をチェック後、裏面のチェックフローへお進みください。                 

ʹˤ χὼיּ ˥

受入予定者の出身組織が、外国ユーザーリストに掲載されている。
※経済産業省HPの「外国ユーザーリスト」を参照
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law00.html#userlist

受入予定人物
の本学での身

分等
本学で雇用 （職名等：

特定類型該当
性

□類型①    □類型②   □類型③   類型該当性の根拠（                     ） ※

提供予定の
技術の内容

(概要）

受入予定人
物の所属先

受入予定期間

受入予定
人物の氏名

出身国
（国籍）

管理責任者（部局長）

印
氏名 連絡先

申
請
者

所属 職名

受付番号

ӗ Ḛ ʹⱧ ᶎ Є˔Е˲ᵰ⁯ ᾆẕּיʾ ᶘ ʾ יּ χ ˳



公知の技術の提供である。（※注１）
基礎科学分野の研究活動における技術提供である。（※注２）
本学での雇用を予定している。 ⮕☆へ進んでください。

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html

̘

※表１：グループA（輸出令別表３の国・地域）

【記載例】光学顕微鏡による組織切片の観察  △△の分布解析データ  等

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、 ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、
ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、
スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

☆

ӗ Ḛ ˢᵰ⁯ ᾆẕּיʾ ᶘ ʾ יּ χ ˣτḩβϥТк˔

（※注１）「公知の技術の提供」とは、◆新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に
不特定多数の者に対して公開されている技術の提供、◆学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者
が入手可能な技術の提供、◆工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術の提
供、◆ソースコードが公開されているプログラム の提供を指します。受入予定者の受入期間中の全てにわたって、教育又は提
供する技術に「公知の技術」以外のものが含まれ得る場合（意図的に教育又は提供する場合のほか、研究室の情報アクセス管
理等の事情から、受入者が研究室にある公知の技術以外のもの（例えば、未発表の研究データや草稿など）を入手又は閲覧す
る可能性がある場合も含みます。）は、該当しません。

（※注２）「基礎科学分野の研究活動」とは、◆自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動で
あって、◆理論的又は実験的方法により行うものであり、◆特定の製品の設計又は製造を目的としないものを指します。例え
ば宇宙の生成過程の研究のような自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であっても、受入
予定者の受入期間中の全てにわたって、教育又は提供する技術に特定の製品（例えば実験装置や観測装置）の設計又は製造を
目的とする研究活動における技術等が含まれ得る場合は、該当しません。

◎経済産業省HPの「貨物・技術のマトリクス表」（下記アドレス）を参照してください。

ằβϥṪ χᵺ
技術提供に関わる貨物について、法令（外国為替令別表又は/輸出貿易管理令別表第一、貨物等省令、解釈通達の関係項）に基づき、該非判
定票を作成してください。

該当しないこと、または対象外が明らかな場合には、理由を下欄に記入してください。（この場合、該非判定票の作成は不要）

①、②の
根拠等記入欄

事前確認シート（様式第１号の２：裏面）

事前確認シート（表面）の『受入予定者の懸念情報』
「はい」が一つもなく、特定類型該当者ではない

ΜΜΠ

χΜγϦΤτ
ˢϘθψΜγϦτ
Ϝˣᵺ βϥ

˙ χ
ΜγϦτ
Ϝᵺ ΰ
σΜ

ΜΜΠ

ᵺ βϥ

ᵺ ˢ ‮ σΰϬḯϚˣ

①受け入れる研究室等が人文・社会学系の非実験系研究室である。
②学部の留学生である。

Ⱨ ᶎ Є˔ЕϬ ΰοΨιήΜʻˮᵺ
ˢ ꜠ ͎‹ˣ˯Ϙθψˮ ₰ ˢ ꜠

͏‹ˣ˯ˢϜΰΨψζχΜγϦϜˣϬ⌠ ΰθ
›ψ ΰο ΰοΨιήΜʻ

相手先はグループAである（※表１）

χΜγϦτϜᵺ ΰσΜ

χΜγϦΤτ
ˢϘθψΜγϦτϜˣ
ᵺ βϥ

Ⱨ ᶎ Є˔Еτˮᵺ ˢ ꜠ ͎‹ˣ˯ẉό ₰
ˢ ꜠ ͏‹ˣϬ ΰο ΰοΨιήΜʻ

Ὂ▀ ϒχẨᴦ

Υ

ᶘ ʾᵰ⁯ ᾆẕּי Ϭ Ϊ Ϧϥ

事
前
確
認
シ
ー
ト
の

作
成
不
要

ψΜ

ψΜ

ṮṰσΰ

ᴦ



様式第２号 

該非判定票 

作 成 日：      年    月    日 

作成責任者： 氏名             所属・職名               

連 絡 先：  Tel              E-mail                                 

技術の名称、取引概要 

貨物の名称、型及び等級 

 

 

 

 

外国為替令別表（技術を提供する場合） 

又は 

輸出貿易管理令別表第一（貨物を輸出する場

合） 

の項番と該非 

１ 

２ 

３ 

３の２ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当する 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

該当しない 

 「該当する」欄

が 

すべて「該当し

ない」欄のみ 

 

 

本件技術又は貨物は、以上のとおり外国為替令別表（第１６項を除く） 

         又は輸出貿易管理令別表第一（第１６項を除く）に該当（します・しません）。 

 

外国為替令／輸出貿易管理令の関係項、貨物等省令の関係箇所及び解釈通達の関係箇所と、本

件技術・貨物の仕様（性能）との対応関係は、別紙「対比表」のとおりです。 

 

（注）本様式は、申請を行うに当たって該当非該当の判断を示す様式の一例として提示するもの

です。既に、他の様式で申請を行って許可を得た実績を有する方は、従来の様式に従って申

請を行って差し支えなく、特に、新たに本様ऀ本ኟる場၍、ึりにん）Ā

 E嘀名・

 㘈䕖�物の 㤀ᐞ࣋
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様式第２号 

（該非判定票別紙）外国為替令・輸出貿易管理令の関連項目等と 

技術・貨物の仕様（性能）の対比表 

該非判定票に記載した技術／貨物に係る、外国為替令／輸出貿易管理令の関係項、貨物等省令

の関係箇所及び解釈通達の関係箇所と、本件技術／貨物の仕様（性能）との対応関係は、以下の

とおりです。 

 

外国為替令別表 

又は 

輸出貿易管理令別表第一 

 

貨物等省令 

 

解釈通達 

  

技術／貨物の 

仕様（性能） 

項 番 項 目 項 番 項 目 

       

 

 

※記述に当たっては、以下の事項を満たしてください。 
・外国為替令別表／輸出貿易管理令別表第一の関係項、貨物等省令の関係箇所及び解釈通達

の関係箇所については、それぞれが明確に分かるよう、該当部分を引用し、技術／貨物の
仕様（性能）との対比を明らかにすること。 

・特に、該当非該当に係る具体的数値については、技術／貨物の有する数値と基準の関係が
分かるよう記載すること。 

・技術／貨物の仕様（性能）などが分かる資料を添付すること。 

 

 

技術／貨物の該非判定結果  □ 該当  □ 非該当 



様式第３号の１

年 月 日

職名

連絡先
（tel)
（E-mail）

取引予定期間 年　　月　　日　～　　年　　月　　日年　　　　　月　　　　日

①「用途」チェックシートに「はい」が一つでもあるか　　　　　　　　　　　　　　　□はい　　□いいえ

②「需要者」チェックシートに「はい」が一つでもあるか　　　　　　　　　　　　　　□はい　　□いいえ

③（②が「はい」の場合、）明らかガイドラインに関するチェックシートに「いいえ」が一つでもあるか

□はい　　□いいえ

　国連武器禁輸国・地域向けの場合、通常兵器キャッチオール規制に係る、

①「用途」チェックシートに「はい」が一つでもあるか　　　　　　　　　　　　　　　□はい　　□いいえ

②「需要者」チェックシートに「はい」が一つでもあるか　　　　　　　　　　　　　　□はい　　□いいえ

名称
（英字）

所在地

該当性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□新規　　□継続　　□軍関連
　　　　　　※ＨＰアドレスを記載（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）及び／又は資料を添付すること。

□非居住者　□特定類型該当者（□類型①　　□類型②　　□類型③）　該当性の根拠〔　　　　　　　　　　　〕

需要者
又は

利用者

所在地

該当性

氏名

　審査票（技術の提供・貨物の輸出用）

受付番号

申
請
者

所属

③（②が「はい」の場合、）明らかガイドラインに関するチェックシートに「いいえ」が一つでもあるか

□はい　　□いいえ

Ⅲ．客観要件の確認に、不明点又は疑義があるか　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　□はい　　□いいえ

経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたか　　　　　　　　　　 　　　　□はい　　□いいえインフォーム要件

取引経路 →　　　　　　　　　　　　　　　　　→

契約予定

用　途

内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□大量破壊兵器等関連　　　□通常兵器関連　　　□軍関連　　　□不明・疑義　　　□その他

資料：　□有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　 □無

客観要件

Ⅰ．大量破壊兵器キャッチオール規制

　輸出令別表第３の地域を除く地域向けの場合、大量破壊兵器キャッチオール規制に係る、

①「用途」チェックシートに「はい」が一つでもあるか　　　　　　　　　　　　　　　□はい　　□いいえ

②「需要者」チェックシートに「はい」が一つでもあるか　　　　　　　　　　　　　　□はい　　□いいえ

③明らかガイドラインに関するチェックシートに「いいえ」が一つでもあるか　　　　　□はい　　□いいえ

□はい　　□いいえ

Ⅱ．通常兵器キャッチオール規制

一般国向けかつ特定品目の場合、通常兵器キャッチオール規制に係る、

 仕向地（国名） □輸出令別表第３の地域　□国連武器禁輸国・地域　□輸出令別表第４の地域　□その他

該非判定

 （１～１５項）

契約先

名称
（英字）

１．技術の提供・貨物の輸出の概要

件名（内容）

技術･貨物の名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□新規　　□継続　　□軍関連

※ＨＰアドレスを記載（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）及び／又は資料を添付すること。

□非居住者　□特定類型該当者（□類型①　　□類型②　　□類型③）　該当性の根拠〔　　　　　　　　　　　〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額）：

＜技術＞　外為令別表：　　　　　　 項 　　　　　　号　　　　　□該当　　　　□非該当　　　　　□不明･疑義

　　　　（貨物等省令：　　  　条　　　　項　　　　号）　　　　□公知　　　　□基礎科学　　　　□規制対象外

＜貨物＞　輸出令別表第１：　　　　 項 　　　　　　号　　　　　□該当　　　　□非該当　　　　　□不明･疑義

　　　　（貨物等省令：　  　　条　　　　項　　　　号）　　　　□少額特例　　　　　　　　　　　□規制対象外

上記判断の根拠　※特に「該当」以外の欄にチェックする場合には、提供予定技術・貨物の具体的内容に照らして、なるべく詳
しく、具体的に記入すること。



年 月 日 年 月 日

印 印

管理責任者（部局長）統括責任者（副学長）

２．総合取引判定結果　(判定年月日：　　　　年　　　月　　　日）

取引審査判定

取引承認条件

上記判定理由

　□規制対象外　　　　　　□非該当　　　　　　　□特例（少額、その他）

　□包括許可　　　　　　　□個別許可　　　　　　□許可例外

□承認

□条件付承認

□経済産業省へ届出／相談　　　　　　□不承認





年 月 日 年 月 日

印 印

２．総合受入判定結果 (判定年月日：    年   月   日）

受入審査判定
□規制対象外     □非該当     □特例（公知・基礎科学、その他）

受入承認条件

上記判定理由

□承認

□条件付承認

□経済産業省へ届出／相談      □不承認

統括責任者（副学長） 管理責任者（部局長）


